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規 則

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　令和２年７月14日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第48号
　　　	奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正
する規則

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則（平成27年奈良市規則第

11号）の一部を次のように改正する。
　附則に次の１項を加える。
　	（子ども・子育て支援法施行規則第58条第４号に規定す
る内閣総理大臣が定める場合における利用者負担額の変
更）
５	　市長は、第３条の規定による通知を受けた教育・保育
給付認定保護者が子ども・子育て支援法施行規則第58条
第４号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当する
ことが明らかであると認められる場合において、利用者
負担額の変更をしたときは、第３条の規定にかかわらず、
特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書（別記第
３号様式）により、当該教育・保育給付認定保護者に通
知するものとする。
　別記第２号様式の次に次の１様式を加える。

第３号様式（附則第５項関係） 

年  月  日 

 

特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 利 用 者 負 担 額 変 更 通 知 書 
 

様 

 奈良市長  印  

 

次のとおり、奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例施行規則附則第５項に基づき、奈良市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用者負担額を変更しましたので通知します。 

 

記 

  年度 

認定証番号    

子ども氏名  生年月日 年  月  日 

施設名    

 利用者負担額  利用者負担額 

月別  月別  

４月分  １０月分   

５月分  １１月分   

６月分  １２月分   

７月分  １月分  

８月分  ２月分  

９月分  ３月分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（附則第５項関係）
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２	　この規則による改正後の奈良市特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行
規則附則第５項及び別記第３号様式の規定は、令和２年
３月分以降の月分の利用者負担額について適用し、同年
２月分までの月分の利用者負担額については、なお従前
の例による。

	 （令和２年７月14日掲示済）
	

　奈良市柳生の里観光施設条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　令和２年７月22日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第49号
　　　	奈良市柳生の里観光施設条例施行規則の一部を改正

する規則
　奈良市柳生の里観光施設条例施行規則（昭和61年奈良市
規則第12号）の一部を次のように改正する。
　第４条第４号中「老春手帳を有する」を「市内に居住す
る70歳以上の」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
	 （令和２年７月22日掲示済）

	
　奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
　令和２年７月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第50号
　　　	奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の

一部を改正する規則
　奈良市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和
43年奈良市規則第２号）の一部を次のように改正する。
　別表第２中
「
消防職員 高校卒 8.5 ６ 別に定める

」
を

０ 8.5 14.5

「 消防職員 大学卒 3.5 ６ 別に定める

」

に

０ 3.5 9.5

短大卒 ６ ６ 別に定める
０ ６ 12

高校卒 8.5 ６ 別に定める
０ 8.5 14.5

改める。
　別表第６中
「 消防職員 高校卒 １級17号給 」を

「 消防職員 大学卒 １級29号給

」

に短大卒 １級17号給
高校卒 １級９号給

改める。
　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
	 （令和２年７月30日掲示済）

	
　奈良市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　令和２年７月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第51号
　　　	奈良市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正する

規則
　奈良市福祉事務所長事務委任規則（平成23年奈良市規則
第36号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１号中ナをニとし、セからトまでをソからナま
でとし、スの次に次のように加える。
　　セ	　生活保護法第55条の８第１項の規定による被保護

者健康管理支援事業の実施に関すること。
　　　附　則
　この規則は、令和３年１月１日から施行する。
	 （令和２年７月30日掲示済）

	
　奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここ
に公布する。
　令和２年７月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第52号
　　　	奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
　奈良市児童福祉法施行細則（平成14年奈良市規則第47
号）の一部を次のように改正する。
　別記第20号様式を次のように改める。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２	　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市児童福祉法施行細則の規定に基づき作成されている
用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することがで
きる。

	 （令和２年７月30日掲示済）
	

　奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
　令和２年７月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第53号
　　　	奈良市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則
　奈良市保健所長事務委任規則（平成14年奈良市規則第58
号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項第25号カ中「第24条の４」を「第24条の４
第１項」に改め、同号中リをワとし、タからラまでをトか
らロまでとし、ソをツとし、その次に次のように加える。
　　テ	　法第25条第５項による報告の徴収又は立入検査に

関すること。
　第２条第１項第25号中セをチとし、スをソとし、その次
に次のように加える。
　　タ	　法第25条第１項の規定による指導又は助言に関す

ること。
　第２条第１項第25号中シをセとし、同号サ中「第24条の
４」を「第24条の４第１項」に改め、同号サを同号シとし、
その次に次のように加える。
　　ス	　法第24条の２第１項から第３項までの規定による

第一種動物取扱業者であった者に対する勧告及び措
置命令並びに報告の徴収又は立入調査に関すること。

　第２条第１項第25号コ中「（法第24条の４において準用
する場合を含む。）及び第２項並びに第４項（法第24条の４」
を「から第４項まで（第２項を除き、これらの規定を法第
24条の４第１項」に改め、「勧告」の次に「、公表」を加え、
同号コを同号サとし、同号中ケをコとし、クの次に次のよ
うに加える。
　　ケ	　法第21条の５第２項の規定による動物の数等の届

出の受理に関すること。
　　　附　則
　この規則は、令和２年８月１日から施行する。
	 （令和２年７月30日掲示済）

	
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　令和２年７月30日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市規則第54号
　　　	議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例施行規則の一部を改正する規則
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例施行規則（昭和43年奈良市規則第33号）の一部を次
のように改正する。
　附則第７項第２号中「100分の５」を「負傷若しくは死
亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発
生が確定した日（以下「災害発生の日」という。）におけ
る法定利率」に改める。
　附則第８項、第14項第２号及び第15項中「100分の５」
を「災害発生の日における法定利率」に改める。
　　　附　則
　（施行期日等）
１	　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改
正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等
に関する条例施行規則附則第７項、第８項、第14項及び
第15項の規定は、令和２年４月１日から適用する。
　（経過措置）
２	　令和２年４月１日前の議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第７項及び
第８項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規
則附則第14項及び第15項の規定による遺族補償年金の支
給停止については、なお従前の例による。
	 （令和２年７月30日掲示済）

公 営 企 業

奈良市企業局管理規程第19号
　奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
　令和２年７月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市公営企業管理者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池　田　　　修
　　　	奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程の一部

を改正する規程
　奈良市企業職員の給与の支給等に関する規程（昭和42年
奈良市水道局管理規程第５号）の一部を次のように改正す
る。
　第４条の見出し中「支給日」の次に「等」を加え、同条
に次の２項を加える。
３	　職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動
した場合においては、発令の日の前日までの分の給料は、
その給与期間の現日数から就業規則第29条第１項に規定
する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計
算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者に
おいて支給し、発令の当日以後の分の給料は、その者の
その月に受ける給料額からその者が従前所属していた給
料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、
その者が新たに所属することになつた給料の支給義務者
において支給する。
４	　特別の必要があると認めるときは、第２項の規定にか
かわらず、別に給料の支給日を定めるものとする。
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　第５条第５項第３号中「地方公務員の育児休業等に関す
る法律（平成３年法律第110号）」を「育児休業法」に改め
る。
　第７条第１項ただし書を次のように改める。
　	　ただし、再任用短時間勤務職員にあつては就業規則第
24条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を
同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児
短時間勤務職員にあつてはその額に育児短時間勤務算出
率を乗じて得た額とする。

　第８条に次のただし書を加える。
　	　ただし、昇任、降任等により管理職手当の額に異動が
生じた場合は、日割計算によつて支給する。

　第８条の次に次の１条を加える。
　（管理職手当の支給額の調整）
第	８条の２　職員が２以上の職を兼ねるときの管理職手当
の支給については、それらの職に支給される管理職手当
のうち最高の額の管理職手当を支給する。

　第12条に次の１項を加える。
３	　職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動
した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当
は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員
が所属する給料の支給義務者において支給する。

　第12条の４の見出し中「支給日」の次に「等」を加え、
同条に次の１項を加える。
２	　職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動
した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当
は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員
が所属する給料の支給義務者において支給する。

　第19条の３の見出し中「支給日」の次に「等」を加え、
同条第１項中「（管理者が定める通勤手当にあつては、管
理者が定める期間。以下「支給単位期間等」という。）」を
削り、同条第２項中「支給単位期間等」を「支給単位期間」
に改め、同条に次の１項を加える。
３	　職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動
した場合であつて、その異動した日が支給単位期間に係
る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る
通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給
義務者において支給する。

　第19条の６第１項中「及びこの条」を「、この条及び次
条」に、「「支給単位期間」」を「支給単位期間」に改め、
同条第４項中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平
成３年法律第110号）」を「育児休業法」に改める。
　第19条の７中「支給単位期間等」を「支給単位期間」に
改める。
　第21条中「、翌月」を「翌月」に改める。
　第22条を次のように改める。
第22条　削除
　第24条第１項、第27条、第27条の３及び第30条中「、翌
月」を「翌月」に改める。
　第30条の２中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１
項を加える。

３	　条例第10条の２第１項の勤務をした後、引き続いて同
条第２項の勤務をした管理職手当の支給を受ける職員に
は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員
特別勤務手当を支給しない。
　第33条の５第１項中「、第８条」を「から第８条の２ま
で」に改める。
　第33条の６中「、第８条、第９条」を削る。
　第35条中「、第５条から第７条」を「から第８条」に改
める。
　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
	 （令和２年７月31日掲示済）

教 育 委 員 会

　奈良市立学校教職員安全衛生規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　令和２年７月２日
　　　　　　　　　　　　　奈良市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　北　谷　雅　人
奈良市教育委員会規則第13号
　　　	奈良市立学校教職員安全衛生規則の一部を改正する

規則
　奈良市立学校教職員安全衛生規則（平成22年奈良市教育
委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　第５条第２項中「総務部長」を「教育部長」に改める。
　第12条第１項第３号中「教育総務課長」を「教育施設課
長」に改める。
　第13条中「２年」を「１年」に改め、同条ただし書を次
のように改める。
　　ただし、再任されることを妨げない。
　第13条に次の１項を加える。
２	　前項の規定にかかわらず、前条第１項第１号から第５
号までの委員の任期は、その職にある期間とする。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
	 （令和２年７月２日掲示済）

	
　奈良市立図書館管理規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
　令和２年７月22日
　　　　　　　　　　　　　奈良市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　北　谷　雅　人
奈良市教育委員会規則第14号
　　　奈良市立図書館管理規則の一部を改正する規則
　奈良市立図書館管理規則（平成元年奈良市教育委員会規
則第９号）の一部を次のように改正する。
　第９条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を
加える。
　⑷　木津川市に住所を有する者（北部図書館に限る。）
　第10条第１項中「第４号」を「第５号」に改める。
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）

　第11条中「５冊」を「15冊」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正
後の奈良市立図書館管理規則第11条の規定は、令和２年１
月４日から適用する。
	 （令和２年７月22日掲示済）

正 誤

平成27年９月２日付け奈良市公報第316号
ページ 段 行 誤 正
7 左 ５ 変更 変更等

平成27年12月15日付け奈良市公報号外第29号
９ページ左段上から１行目は次のとおりの誤り。
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（
平
成
27
年
４
月
１
日
掲
示
済
）

平成28年７月11日付け奈良市公報号外第７号

ページ 行 誤 正

16 18 に」に
に」に、「同条第
２号」を「同項第
２号」に

16 29 又は第３号 又は同項第３号

平成28年９月１日付け奈良市公報第328号

ページ 段 行 誤 正

46 左 下から14（7）	製菓衛生師

（7）	製菓衛生師	
第４条中「２年」
を「３年」に改め
る。

平成30年６月22日付け奈良市公報号外第４号

ページ 段 行 誤 正

43 左
下から７ の変更を を変更

下から６
受けなければなら
ない。

受けること。

45

上から７ 別記第２号様式中

別記第２号様式中
「及び母子生活支
援施設」を削り、
「取り壊し」を「取
壊し」に、

上から13 別記第６号様式中
別記第６号様式中
「取り壊し」を「取
壊し」に、

下から８ 第３項 第５項

令和２年３月27日付け奈良市公報号外第９号

ページ 段 行 誤 正

４ 左 上から２
支給認定再交付申
請書

支給認定証再交付
申請書

６ 左 上から３ 規則 告示

令和２年３月31日付け奈良市公報号外第11号

ページ 段 行 誤 正
４ 右 上から22 第２条第１号 第３条第１号
４ 右 上から26 第２条第１号イ 第３条第１号イ
４ 右 上から30 第２条第１号 第３条第１号

５ 右 上から４
第２条第１項第３
号

第３条第１項第３
号

号外第６号
令和３年５月25日
　　（火 曜 日） 奈 良 市 公 報
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令和２年７月３日付け奈良市公報号外第13号

ページ 行 誤 正

２ 上から16
１事業当たりの年
額

１施設当たり年額

２ 上から19
１事業当たりの年
額

１施設当たり年額

令和２年９月１日付け奈良市公報第33号

ページ 誤 正

1
奈良市公報号外第
６号に掲載

奈良市公報号外第
７号に掲載

令和２年10月16日付け奈良市公報第36号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
７号に掲載

奈良市公報号外第
８号に掲載

令和２年10月30日付け奈良市公報号外第17号
ページ 段 行 誤 正
７ 右 下から14 前条 前項
10 助成金返還命令書 返還命令書

移住支援金 助成金

令和２年11月２日付け奈良市公報第37号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
８号に掲載

奈良市公報号外第
９号に掲載

令和２年11月16日付け奈良市公報第38号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
８号に掲載

奈良市公報号外第
９号に掲載

令和２年12月16日付け奈良市公報第40号
ページ 誤 正

１、２
奈良市公報号外第
９号に掲載

奈良市公報号外第
10号に掲載

令和３年１月４日付け奈良市公報第41号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
10号に掲載

奈良市公報号外第
11号に掲載

令和３年１月18日付け奈良市公報第42号
ページ 誤 正

１、２
奈良市公報号外第
10号に掲載

奈良市公報号外第
11号に掲載

令和３年２月１日付け奈良市公報第43号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
11号に掲載

奈良市公報号外第
12号に掲載

令和３年２月16日付け奈良市公報第44号
ページ 誤 正

１、２
奈良市公報号外第
11号に掲載

奈良市公報号外第
12号に掲載

令和３年３月１日付け奈良市公報第45号
ページ 誤 正

１、２
奈良市公報号外第
12号に掲載

奈良市公報号外第
13号に掲載

令和３年３月16日付け奈良市公報第46号
ページ 誤 正

１
奈良市公報号外第
12号に掲載

奈良市公報号外第
13号に掲載

号外第６号
令和３年５月25日
　　（火 曜 日）奈 良 市 公 報
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